
佐世保市訪問型在宅レスパイト事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、医療的ケアが必要な障がい者もしくは障がい児（以下「障がい者等」という。）

の介護を行うものの負担の軽減を図ることを目的として佐世保市が実施する佐世保市訪問型在宅

レスパイト事業（以下「本事業」という。）の実施について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するた

めの法律（以下「障害者総合支援法」という。）および健康保険法に基づく法令の定めるところに

よるもののほか、次に定めるとおりとする。 

（１）医療的ケアとは、人工呼吸器管理、気管切開、痰吸引や酸素療養などの日常生活に不可欠な

支援とする。 

 

（実施主体） 

第３条 本事業の実施主体は佐世保市（以下「市」という。）とする。 

 

（利用対象者） 

第４条 本事業の利用対象者は、医療的ケアを要する障がい者等のうち、以下のいずれにも該当す

る者とする。 

（１）佐世保市に居住する市民 

（２）在宅で、同居の介護者による介護を受けて生活している障がい者等 

（３）訪問看護を利用しており、かつ人工呼吸器管理又は気管切開等の医療的ケアを受けている方 

２ 前項各号の確認は次の各号に定める方法により確認する。 

（１）前項第１号については住民基本台帳により確認する。 

（２）前項第２号については、住民基本台帳及び介護給付費支給申請時の申告等により確認する。 

（３）前項第３号については、指定訪問看護事業所との契約書及び直近の訪問看護指示書又は訪問

看護報告書の写しで確認する。 

 

（サービスの提供内容） 

第５条 本事業は、委託を受けた指定訪問看護ステーションの従業者が利用対象者の自宅に滞在し、

医療的ケアを伴う見守りを提供する。 

２ 本事業は指定訪問看護の利用に引き続きサービスを提供するものとし、同居の介護者が外出・

疾病等の理由により利用対象者の介護を行えない時に利用できるものとする。 

 

（サービス提供時間） 

第６条 本事業の利用時間は一人の利用対象者につき年間４８時間を限度とする。 

２ 本事業の利用時間は１回の利用につき４時間を限度とし、３０分単位で提供する。 

 

（事業に要する費用） 

第７条 本事業に基づくサービスの提供費用は別表第一に定めるとおりとし、３０分未満の利用は



３０分に切り上げることとする。 

 

（利用登録申請） 

第８条 本事業の利用を希望する障がい者等（以下「利用者」という。）は、事前に「佐世保市訪問

型在宅レスパイト事業利用登録（変更）申請書（様式第１号）」に障害福祉サービス受給者証及び

第４条第２項で定める確認に必要な資料を添えて、市長に申請しなければならない。 

 

（利用登録決定） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、佐世保市訪問型在宅レスパイト事業の利用の可否の

決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定を行ったときは「佐世保市訪問型在宅レスパイト事業利用登録

決定（却下）通知書（様式第２号）」（以下「決定通知書」という。）により利用者に通知するもの

とする。 

３ 第１項の利用期間は、同項の規定により本事業の利用の決定（以下「支給決定」という。）を行

った日から利用決定を行った日の属する年度末までとする。 

４ 市長は、利用決定の際、利用者が負担する額（以下「利用者負担額」という。）及び１月に利用

者が負担する額の上限（以下「利用者負担上限月額」という。）を通知するものとする。 

 

（利用者負担上限月額） 

第１０条 利用者は本事業を利用した場合、第７条に規定する費用の額の１割に相当する額を、佐

世保市と本事業実施に関する委託契約を締結した訪問看護事業者に支払うものとする。ただし、

利用者の世帯の家計に与える影響その他の事情をしん酌し、世帯の状況により、利用者負担上限

月額」を次の各号のとおり定め、その額を超えない範囲で負担するものとする。 

（１）利用の決定がなされた日（以下「決定日」という。）の属する年度（決定日が４月から６月ま

での間である場合にあってはその前年度とする。以下同じ。）の市町村民税について、利用者が属

する世帯（利用者が１８歳以上の場合は利用者とその配偶者、１８歳未満の場合はその保護者の

属する世帯員とする。以下同じ。）の世帯員全員が、均等割・所得割（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１号及び第２号に規定する均等割及び所得割（それぞれ同法の

規定による特別区民税に係るものを含み、同法第３２３条の規定により市町村民税の減免が行わ

れた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割

の額とする。ただし、当該世帯員が地方税法第３１８条に規定する賦課期日において、指定都市

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下同じ。）

の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を

有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。）をいう。以下同じ。）とも非課税の場

合 ０円 

（２）決定日の属する年度の市町村民税について、利用者が属する世帯の中で、税額が最も高い者

が均等割課税のみである場合又は所得割額が３３，０００円未満である場合 ５，０００円 

（３）決定日の属する年度の市町村民税について、利用者が属する世帯の中で、税額が最も高い者

の所得割額が３３，０００円以上２３５，０００円未満である場合 １０，０００円 

（４）決定日の属する年度の市町村民税について、利用者が属する世帯の中で、税額が最も高い者

の所得割額が２３５，０００円以上である場合 ２０，０００円 



（５）決定日において、利用者が属する世帯の全員が被保護者等である場合 ０円 

２ 前項の利用者負担上限月額は、利用者が本事業以外の支援等を受けている場合、当該支援等と

は別に算定するものとする。この場合において、利用者が障害児に係る利用の決定を受けた保護

者であり、かつ、本事業を利用する障害児が２人以上であるときは、それぞれの障害児ごとに利

用者負担上限月額を算定するものとする。 

３ 市長は、災害その他の特別の事情があることにより、第１項の規定による負担が困難であると

認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

 

（変更等の届出） 

第１１条 次の各号に定める場合には、利用決定を受けた利用者は、「佐世保市訪問型在宅レスパイ

ト事業利用登録（変更）申請書（様式第１号）」にその事由を証する書面を添えて、市長に提出し

なければならない。 

（１）利用決定内容の変更を希望するとき。 

（２）利用者の収入等が前年に比して著しく減少し、費用負担が困難になったとき。 

（３）市民税額の更生があったとき。 

（４）前条第１項第１号から第４号までの適用を受けている者が被保護者等となったとき。 

（５）前条第１項第５号の適用を受けている者が被保護者等でなくなったとき。 

２ 前項の申請を受けた場合の手続きについては、第９条の規定を準用する。 

３ 利用者負担額及び利用者負担上限月額の変更については、前条第１項第１号及び第２号は第２

項に基づき申出があった月の翌月から、前条第１項第３号は当該事由の発生した月から、前条第

１項第４号は当該事由の発生した月の翌月から変更することができるものとする。 

 

（利用登録決定の取り消し） 

第１２条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用決定を取り

消すことができる。 

（１）利用登録決定を受けた障がい者等が死亡したとき。 

（２）利用登録決定を受けた障がい者等が市外に転出したとき。 

（３）利用登録決定を受けた障がい者等が本事業の利用を辞退したとき。 

（４）利用登録決定を受けた障がい者等が第４条第１項に規定する利用対象者の要件に該当しなく

なったとき。 

（５）偽りその他不正な申請により利用登録決定を受けたとき。 

（６）その他市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用登録決定を取り消したときは「佐世保市訪問型在宅レスパイト

事業利用取消通知書（様式第３号）」により利用者に対して通知することとする。 

 

（事業の従事者） 

第１３条 本事業は、次に掲げる要件を満たす指定訪問看護事業者であって、この要綱の規定に基

づく本事業を実施する事業者として市に登録したものに委託して実施する。 

（１）医療的ケアを要する障がい者等に対する看護又は指導について十分な知識を有すること。 

（２）本事業の実施に必要な看護師等の人員を有すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。 



２ 前項に該当する事業者は、本事業を実施しようとする場合は「佐世保市訪問型在宅レスパイト

事業事業者登録申請書（様式第５号）」を、実施事業所ごとに市長に提出し登録を受けるとともに、

事業の適正な実施のため、市との間で委託契約を締結しなければならない。 

３ 前項による登録を受けた事業者（以下「登録事業者」という。）は、申請の内容に変更が生じた

場合は、その内容について「佐世保市訪問型在宅レスパイト事業事業者登録変更届出書（様式第

６号）」を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に係る登録の抹消を行うことができ

るものとする。 

（１）登録事業者が不正に委託料の請求を行ったとき。 

（２）登録事業者が第１項に定める要件を満たすことができなくなったとき。 

（３）登録事業者が障害者総合支援法その他関係法令等、本要綱及び市長が業務に関し行う指示に

従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。 

（４）登録事業者が障害者総合支援法その他関係法令等、本要綱及び市長が業務に関し行う指示に

違反したとき。 

 

（サービスの利用） 

第１５条 利用者は、本事業を利用するときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者と

佐世保市訪問型在宅レスパイト事業の利用契約を締結しなければならない。 

 

（請求および支払い） 

第１６条 登録事業者は、サービス提供終了後、当月１日から末日までの１か月分について「佐世

保市訪問型在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書（様式第４号）」に請求書を添えて、翌月

１５日までに市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、登録事業者の請求を審査し、請求を受けた日から３０日以内に委託料を支払わなけれ

ばならない。 

 

（委託料の返還） 

第１７条 市長は、登録事業者が虚偽その他の不正な手段により第７条に規定する委託料の支払い

を受けた場合は、当該事業者に事業の委託料の全部または一部を返還させることができるものと

する。 

 

（事業者の遵守事項） 

第１８条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）障がい者等の自宅に指定訪問看護ステーションの従業者を派遣し、医師の指示に基づく医療

的ケアを伴う見守りを適切に行うこと。 

（２）登録事業者は、利用者に対して本事業のサービスを提供したときは、サービスの提供内容に

ついて記録を作成し、これを５年間保存しなければならない。 

（３）本事業によるサービスの提供の際、事故等が発生した場合は、利用者の家族及び市長に遅滞

なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

（４）業務上知り得た利用者および家族等の個人情報保護に十分留意しなければならない。 

 



（報告等） 

第１９条 市長は、事業の実施に関して必要と認められるときは、登録事業者に対して事業に係る

報告及び書類の提示を命じ、担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の関係の

ある場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 

 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、本事業を実施するに当たり必要な事項については福祉事

務所長が定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年７月２日から施行する。 

 

 

別表第一（第７条関係） 

 

訪問型在宅レスパイト事業 サービス提供費用 

 １時間（６０分） ０．５時間（３０分） 

昼間（午前８時～午後６時まで） ５，５５０円 ２，８２５円 

夜間（午後６時～午前８時まで） ７，６５０円 ３，８２５円 

※利用時間に３０分未満の端数がある場合は、３０分以上に切り上げることとする。 

※同一日において、昼間、夜間時間帯ともに３０分未満の端数が生じた場合、より多くサービスを

提供した時間帯についてその端数を切り上げとし、もう一方の時間帯については切り捨てとする。 


